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午前11時10分開会 

○古田純也委員長 ただいまから、文教民生委員会

を開会いたします。 

 本日の委員会ですが、所管事務調査であります。 

 それでは、議件１、網走市立小中学校適正規模・

適正配置に関する基本的考え方について説明を求め

ます。 

○里見達也学校教育課長 資料１号、網走市立小中

学校適正規模・適正配置に関する基本的考え方を御

覧願います。 

 全国的な少子化により、当市においても児童生徒

数が著しく減少しております。今後、さらに市内学

校の小規模化が進むことにより、集団活動機会の減

少や多様な教育活動の困難さ、教員の配置や専門性

の確保といった点での教育的課題を引き起こす可能

性があります。また、市内の学校施設は大半が老朽

化が進んでおりまして、令和６年３月に取りまとめ

ました網走市学校施設等改修計画におきましては、

向こう30年間で必要とされる長寿命化に必要な改修

費用は、学校施設、給食施設、教職員住宅を合わせ

まして、約337億円に上るとの試算も示されたとこ

ろでございます。こうした状況を踏まえまして、限

られた財源の効率的かつ効果的な活用と施設の安全

性の配慮かつ子供たちにとって質の高い教育環境を

保障し、持続可能な学校運営と地域に根差した学校

の在り方を実現するため、中長期的な視点に立ち、

小中一貫教育や義務教育学校の配置、通学区域の見

直し、関連施設の再編などについての基本的な考え

方を整理し、網走市における小中学校の規模及び配

置の在り方についての基本的な考え方を整理し、今

後の適正化に向けた教育委員会としての将来的な方

向性を示すことが本書をまとめた目的でございま

す。昨年12月１日に開催をいたしました網走市教育

委員の会議におきまして、この基本的考え方につい

ての決定を経たところでございます。 

 それでは、本資料の内容について御説明いたしま

す。資料の２枚目、目次から御覧願います。本書の

構成でございますが、１「はじめに」、２「現状と

課題」、３「目指す方向性」４「実現に向けて」と

いう４部の構成としたところでございます。 

 資料４枚目、御覧いただきたいと思います。１ペ

ージから５ページが「はじめに」でございます。先
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ほど申し上げました策定の趣旨、用語の説明、学校

規模についての考え方、適正配置の方向性などにつ

いて記載をしております。 

 ２ページの中段、網走市の学校規模についての考

え方では、文部科学省の基準などを基に当市におけ

る小学校、中学校それぞれ１校当たり、学級数の適

正規模をお示ししております。小学校では、１学年

２学級以上、学校全体では、12学級以上18学級以

下、中学校では、学級の数に加えまして、教員の各

教科担任制という要素も考慮し、９学級以上15学級

以下が適正であるとしております。 

 この学校規模の考え方を基に３ページの上段に

は、網走市の適正配置の方向性として、学校、プー

ル、給食調理場、教員住宅、これら四つの学校施設

について、それぞれ将来的な適正配置の方向性につ

いての検討が必要であると考えるものでございま

す。これら施設の適正配置の検討に当たりまして

は、その下に記載の教育の質の向上、学校運営の効

率化、地域コミュニティーの核としての配慮などの

視点からの議論が必要となってまいります。 

 ４ページの中段には、この基本的考え方の位置づ

けを示しております。網走市総合計画、網走市教育

大綱、網走市学校教育計画などにおいて位置づけら

れております。網走市のよりよい教育環境のために

望ましい学校規模・学校配置を確保することを目的

としております。今後は、この基本的考え方に基づ

き、全市的な学校規模・学校配置の適正化に関する

基本計画を策定していくものでございます。 

 資料の６ページを御覧ください。６ページから

は、２「現状と課題」といたしまして、現在の小中

学校別児童生徒数及び学級数と今後の推移、小学校

区別の人口推移、学校施設等の老朽化の状況、今後

の学校施設等改修費、これら四つの項目についてお

示しをしております。 

 ７ページを御覧ください。７ページの上段にあり

ます小中学校別の児童生徒数の推移及び推計でござ

いますが、この推計表は、網走市人口ビジョン作成

の際に各学校区別に推計をした数値でございます。

2025年の合計1,982人から10年後の2035年には、

1,353人と約630人、約3割もの児童生徒が減少する

と推計をされております。また、その後も子供たち

の減数は減少を続けまして、25年後の2050年には、

現在の半数に近い1,082人になるものと推計をされ

ております。 

 続いて、９ページ、10ページには、学校施設の老

朽化の状況を掲載をしております。これは、令和６

年３月に取りまとめました網走市学校施設等改修計

画の際に実施をいたしました、各学校施設の劣化状

況調査の結果からの引用となっております。市内小

中学校14校のうち、築30年以上が経過をした学校で

網走小学校、西小学校、南小学校、潮見小学校、第

三中学校の５校につきましては、屋根、屋上、外

壁、電気機械設備の各調査箇所で広範囲に劣化して

いるという状況が認められております。 

 11ページから13ページにつきましては、今後、現

在の学校施設数をそのまま維持をしていくとした場

合に必要な改修費用を算出した一覧表でございま

す。今後、2053年、令和35年までのおよそ30年間で

必要となる学校教育施設に係る長寿命化の改修費用

の試算額は、小学校で約224億円、中学校で約98億

円、合計で約322億円となるところでございます。

また、このほかに学校給食施設が約５億円、教職員

住宅は約10億円と試算をされており、先ほどのもの

との総額につきましては、約337億円となるところ

でございます。なお、本資料に記載の各学校ごとの

改修費用は、全ての小中学校の改修が一巡するであ

ろう令和７年度から令和24年度までの18年間に要す

る改修費用をそれぞれ学校別に示したものでござい

ます。18年間では約200億円が必要となる内容とな

っております。 

 資料14ページを御覧ください。こちらは、３「目

指す方向性」といたしまして、学校適正配置、学校

プール、給食調理場、教員住宅の四つの学校施設、

それぞれの教育委員会としての今後の基本的な考え

方、方向性を示しております。学校適正配置は、今

後の児童生徒数の減少と学級数の適正規模を考慮し

た場合、今から10年後となる2035年には、市内の小

学校児童数が846人と推定をされており、この児童

数での１校当たりの学級数の適正規模、いわゆる各

学年で２学級以上を維持するとした場合に通学区域

や通学手段は問わず、単純に児童数のみで考えます

と二つの学校があれば維持が可能というような状況

でございます。将来的には、小規模特認校を除く市

内小中学校を義務教育学校２校に再編をする全３校

体制を見据え、学校の適正規模や適正配置につい

て、多面的な視点から総合的な検討を進めます。学

校プールの配置につきましては、現在も老朽化した

複数のプールの維持、改修を行う代わりに市民健康

プールとの連携により対応しておりますが、学校の

適正配置を踏まえた施設、また、どの学校の児童に
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とっても水泳学習が受けられる環境の整備の検討を

進めてまいります。給食調理場の配置につきまして

は、これも学校の適正配置を踏まえ、調理場の再編

による縮小、また、将来的には学校給食センターの

新設などについても検討が必要と考えます。教員住

宅につきましては、これまで転勤の多い教員に対す

る安定した居住先の確保として保有をしてきました

が、市街地域の一般教員向け住宅は、民間賃貸住宅

の供給量の増加などによる入居希望者の減少、ま

た、住宅の老朽化などを踏まえまして、将来的な廃

止を検討いたします。一方、郊外地区は継続利用す

ることといたしますが、需要に合わせた住宅保有量

の適正化を図りつつ、学校の適正配置を踏まえて、

廃止を検討いたします。管理職住宅につきまして

も、学校の適正配置を踏まえた整備の検討を進めて

まいります。 

 次に15ページの４「実現に向けて」です。検討に

向けての留意事項といたしまして、保護者や地域の

方々、関係者の方々との理解と協力を得て進めるた

め、４点の基本的な方針を示してございます。十分

な協議や期間の確保、市民の皆様の声や意見にしっ

かりと耳を傾け、積極的な情報共有・周知、そして

学校、地域、行政がしっかりと連携を図りながら基

本的考え方を基にした当市の今後の学校適正規模・

適正配置に向けての検討と計画を進めてまいりま

す。今後のスケジュールといたしましては、資料に

記載のとおり、2026年度、令和８年度には、小中学

校適正規模・適正配置検討協議会を設置をいたしま

して、本件課題の整理と今後の計画策定に向けた協

議を進めてまいります。その後、令和９年度には、

基本計画の策定、その後は、基本計画に基づいた実

施計画、学校再編整備に係る基本設計などに向けた

取組を進めようとするものでございます。説明の最

後となります。 

 16ページ以降には、参考資料といたしまして、将

来的な当市における学校配置の考え方として教育委

員会が想定をする小規模特認校１校と義務教育学校

２校の全３校体制に向けた再編内容、スケジュール

についての三つの案を掲載をしております。ただ

し、この16ページの中段にも記載をしておりますと

おり、これらは、令和８年度に設置を予定している

検討協議会において、改めて課題整理、審議の上で

決定されるものでございまして、決してこの３案の

中から決定をするというものではございません。あ

くまでもこういった案が考えられるという資料でご

ざいますので、あらかじめ御承知おきを願いたいと

思います。 

 資料の最後、25ページ、26ページには、現在の網

走市内の通学区域図を掲載をしております。 

 説明につきましては、以上でございます。 

○古田純也委員長 ただいまの説明で質疑等ござい

ますでしょうか。 

○平賀貴幸委員 何点か確認をしたいというふうに

思います。 

 資料のところなのですけれども、16ページ以降、

あくまでも参考資料なので縛られるものではないと

いうことは説明でも理解した上で伺うのですけれど

も、令和８年度に設置される適正配置検討協議会で

すか、こちらのたたき台の一つというか、参考資料

の一つになるんだろうというふうに理解しますが、

これの中に三つのスケジュール案があるのです。こ

の中に共通するのは2035年には、いろいろなものを

完成させたいのだと、10年後には完成させたいとい

うのが１点、それから、2028年には西小学校を廃止

統合してしまいたいのだという２点が大きな共通点

なのかなと思うのですけれども、それで間違いない

ですか。ほかにも共通点あったら教えていただきた

いのですけれども。 

○里見達也学校教育課長 この資料でお示した３案

に共通する事項ということでございますが、平賀委

員おっしゃったとおり、共通するところは、市内で

最も校舎の老朽化が著しく、また、児童数の減少な

ども、見込まれる西小学校について、今後、中央小

学校への再編について早急に検討を進めたいという

ところが共通するところでございます。また、2035

年に全３校体制というところにつきましても、将来

的な在り方というところで、ここのゴールを目指し

たいというところも共通をしているところでござい

ます。そのほかの案につきましては、将来的な全３

校体制といったところに向けて、どのような再編が

考えられるかというパターンが若干異なるというと

ころでございます。 

○平賀貴幸委員 わかりました。そうすると、まず

は西小学校の区域に通うお子さんや保護者、あるい

は将来的に対象になる方、それから地域に対する説

明というのが優先されてくるのかなと思うのですけ

れども、その説明というのは、まずは網走市立小中

学校適正規模・適正配置検討協議会を経ないとやっ

ていかないというものなのか並行してやっていくも

のなのか、どのようなスケジュール感になるのです
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か。 

○里見達也学校教育課長 検討のスケジュールとい

うところでございますが、あくまで今日お示しをし

たのは、教育委員会としての基本的考え方というと

ころでございます。令和８年度に設置をしようとし

ております検討協議会におきまして、まずは基本的

考え方を下地といいましょうか、資料といたしまし

て、市内の学校の在り方についての課題整理、検討

を進めていただくというものでございます。今、お

伝えしました西小学校と中央小学校の再編という部

分につきましても、まずは検討協議会のほうで方向

性について確認をいただいた上で具体的にどの方法

がいいのか。また、この案では年次を令和10年とい

うふうにしておりますが、そこの部分につきまして

も、時期を含めた検討させていただきまして、しか

るべき時期に当該校の地域の方々、保護者の皆様に

は説明をしていきたいと思います。説明のタイミン

グにつきましては、協議会が終わってからというこ

とではなくて、協議会と並行して進めていくことに

なると考えております。 

○平賀貴幸委員 わかりました。検討協議会の協議

を尊重しつつ、状況を見ながら必要な段階で並行し

て進めるというようなイメージで地域へ説明に入っ

ていくということも含めてイメージはできました。 

 あと、検討協議会の結果ですから、今２校と小規

模特認校の体制にという案になりますが、場合によ

っては１校と小規模特認校だけとか、ほかの結論が

出てくるということもあり得ると思っていていいと

いうことですよね。 

○里見達也学校教育課長 委員おっしゃられたとお

りでございます。あくまでこの全３校体制というの

は、将来的に教育委員会が想定といいますか、イメ

ージをするゴールというところでございますので、

検討協議会での議論、また、地域の方々との議論の

結果により、その形が例えば、もっと絞られて１校

になるのか、もしくは、もう少し複数の学校を残す

べきだというような議論になるということも想定を

されますので、その議論、課題整理を踏まえて考え

ていきたいと思っております。 

○平賀貴幸委員 場合によっては、複数校を残すべ

きだと、さすがにこの範囲から通うのは遠過ぎると

いう結論が出ることも場合によってはあり得るかも

しれないと。いろいろな形を想定するけれども、予

断を持って臨むわけではないけれども、あくまでも

案で示すという教育委員会の考え方というのもわか

りました。そうすると、給食についてですけれど

も、できるだけ自校方式を維持するという方針を網

走市は持っていたので、例えば２校になりました、

３校になったときに、給食センターを１か所ではな

くて、それぞれの学校に給食センターを残しましょ

うという整理になることもあり得なくはないという

ことで、可能性としてはあるのだというふうに思っ

ていていいのでしょうか。 

○里見達也学校教育課長 給食調理場につきまして

も、まずは設置をする学校の数、そこと並行して検

討していきたいと思っておりますので、先ほどセン

ター新設の検討という言葉も出ておりますけれど

も、１か所集約というところが前提ではなく、学校

の規模に合わせた設置するということを考えていき

たいと思っております。 

○平賀貴幸委員 わかりました。あと気になるの

は、統合していくということになれば、通学の手段

が気になるところです。スクールバスで全て賄うも

のなのか、ほかの交通手段も含めてやるのか、保護

者の皆さんの負担に学校の通学がなると、やっぱり

仕事にも影響が出てくるので避けなければいけない

ですけれども、その辺のことについても、特に今の

ところ市としては案があるわけではない感じなので

すけれども、協議会の中で検討されていくという形

なのでしょうか。 

○里見達也学校教育課長 この学校再編におきまし

て大きな課題というのは、今おっしゃるとおり、児

童生徒の通学の安全確保というところになります。

こちらにつきましては、基本的考えの段階では、お

っしゃるとおり、方法についてはお示しをしており

ません。今後、どのような対応が考えられるかとい

うところを検討協議会の中で課題を整理していきた

いと思っております。なかなか現実的にスクールバ

ス、郊外で運行しておりますけれども、これのみで

新しい再編をした学校の通学を賄うということは非

常に現実的ではないというところがございますの

で、いろいろな移動手段、例えば企業さんに協力を

いただくですとか、地域の方に御協力をいただくと

いった案を検討協議会の中でいろいろと御意見をい

ただきながら、検討してまいりたいと考えておりま

す。 

○平賀貴幸委員 わかりました。あくまでも協議会

の流れを見ていかないとわからない部分なんだとい

うふうにも思います。あとは、この検討協議会自体

がどんな規模感で構成になるのかということを考え
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ていらっしゃるのか確認する必要があると思うので

すが、入っていない地域があれば何でうちの地域は

入っていないのだという話に多分、問題になりやす

いのだろうと思いますし、通学のことを考えると公

共交通の関係の方々もいないと、勝手に決められて

も対応できませんという話に当然なってきたりする

と思うのですけれども、結構大きな規模になってし

まうような気がするのですけれども、どんなふうな

規模と運営を想定されているのか伺えればと思いま

す。 

○里見達也学校教育課長 検討協議会の委員構成の

想定でございますが、学校長、教頭などの学校教育

関係者、それから各校のＰＴＡ役員、それと学校運

営協議会、それぞれの学校の地域に設置をしており

ますので運営協議会の委員の方々、また、将来的な

学校の在り方ということでございますので、幼稚

園、保育園関係者も含めた委員構成を予定をしてお

ります。また、大きな課題でございますので、市民

公募委員なども、当然必要と考えております。交通

事業者さん等については、今のところはまだ想定を

していないところでありますが、今おっしゃられた

ような御意見も含めながら、またほかの自治体での

委員会構成を参考としながら調整をしてまいりたい

と考えております。協議会規模としては、今申し上

げただけでも、おそらく30人ほどの規模になるので

はないかと想定をされるところでございます。また

運営につきましては、事務局は教育委員会のほうで

担うことになりますが、この進めにつきましては、

いわゆるコンサルタントとか、業務委託も含めて考

えておりますので、そういったところも合わせなが

ら運営をしていきたいと想定しているところでござ

います。 

○平賀貴幸委員 わかりました。規模が大きな協議

会になりますから、なかなか意見の集約も難しいの

かなという気はしますので、できるだけ柔軟な判断

ができるような体制を取っていただければというふ

うに思います。 

 取りあえず一旦、私のほうからは終わります。も

しかしたら後で聞くかもしれませんけれども、一旦

終わります。 

○古田純也委員長 他に。 

○古都宣裕委員 ざっくり見させていただきまし

た。これから10年ぐらいかけた中で、いろいろと取

り組むような形で考えているんだなと、ここ二、三

年で素案をざっくりまとめていきたいというような

感じなのだろうなという印象を受けましたけれど

も、これで見ると、合併していくのは致し方ない部

分、財政のことを考えたらやっていかなければいけ

ないのだろうという、かじ切りで動いたのだなとい

うのは理解するのですけれども、学校の老朽化の部

分を見ていくと、近々で例えば学校の校長住宅の改

修とかも入ってきている計画年度になってきたりし

ているところを見ると、今、改修したところで、そ

んなに使わないというふうになってしまうところ

も、ただ計画どおりでいくとそうなってしまうとか

見えてくるのですけれども、その辺は臨機応変に、

昔と違って警備保障とかが入っている中で、絶対的

に学校の敷地内に住む必要があるのかと考えたら、

期間的にも10年の再編の中であれば、近隣に借上住

宅とか住宅を借りて住んでいる先生もいらっしゃる

中で、そうしたことも考えているのか、これは法律

か何かで決まっていて敷地内に校長、教頭が住まな

ければいけないというのがあって、改修は計画的に

やらなければいけないとか、そういうのってあるの

ですか。 

○里見達也学校教育課長 いわゆる管理職住宅のほ

うに管理職が入居するというところにつきまして

は、今おっしゃられたような、そうしなければなら

ないという定めは特にはございません。学校管理

上、何かがあったときに管理職がすぐに現場を確認

できるといったようなところ、過去これまで敷地内

に住宅があったというところがありますけれども、

委員もおっしゃったとおり、時代もいろいろ変わり

まして、何かがあった場合についても、例えば民間

住宅に入っていた場合でも、駆けつけることができ

たりという対応が取れておりますので、そういった

ところで住宅について、既に改修が必要というとこ

ろがありますが、これは再編、適正配置を考えてい

ったときに併せて改修が必要あるいは改修が必要で

はないというところを判断していくことになります

ので、住宅を必ずここで計画があるので、着手をす

るという考えは持ち合わせておりません。 

○高橋善彦学校教育部長 今の課長の答弁に補足を

させていただきたいのですけれども、学校施設もそ

うなのですが、もう改修をしなければならないとい

う時期が計画の中では既に迫ってきております。今

委員おっしゃったとおり、そこをどうするのかと、

お金をかけて改修していくのかといった部分につき

ましては、やはり子供たちの安全確保というところ

が第一ですので、子供たちに危険が及ばないような
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最低限の改修というのは、やっていかなければなら

ないと思っています。また教員住宅につきまして

も、この抜本的なお金をかけた改修が必要かという

と、まだ少しは大丈夫ではないかといったところも

ありますので、やはり入居をされている方の状況な

どを伺いながら必要最低限の範囲の中でやっていき

たいというふうに考えているところでございます。 

○古都宣裕委員 必ずしも直して住んでもらうのが

いいのか、それとも網走の賃貸物件がいっぱいあり

ますから、そうした中で住んでもらって補助を出す

ほうがいいのかというのは、総体的に考えていただ

きたいなと思います。これ見ていると、学校の改修

とかの費用と大体建設してから30年ぐらいなのかな

というふうなのが見ているとわかるのですけれど

も、これ見ると2035年稼働にした後の大体これから

35年たったら2065年が、またこの改修時期なのかな

というふうに見ると、2035年、この推計のままでい

くと1,353人なのですけれども、それから大体、

2050年まで載っていますけれども、さらにその15年

後というのを見るとどうなるのかというところを考

えたら、もっと減るだろうと。推計ビジョンも作成

していますけれども、実際には、これ以上減ってい

るというのがある中で、今のところ何かを指標にし

なければいけないから、指標の数字を見るというの

は理解するところなのですけれども、それで見たと

きに、後者の全体でこれから場所等もいろいろと考

えるという話だったのですけれども、現実的にどこ

を建て替えて場所にするとか、先ほどあったように

あんまり町にしたら端っこに住んでいる人の通学の

時間というのが、かなり負担な状態になったりとい

う現実的なところを見なければいけないのと一緒と

同時に、今度この次に入ってきている部活動とかの

やつも総体的に別々でつくるのはわかるのですけれ

ども、一緒に考えなけれいけない部分ってあると思

うのですけれども、その辺はどのように考えていい

ですか。 

○里見達也学校教育課長 児童生徒数の推移、確か

に今、ビジョンでお示しをしていますが、さらに減

少していくということが見込まれます。この人数を

踏まえた上での再編の学校のどこをどうするという

ところについては、今委員おっしゃったとおりでご

ざいまして、どこの地区がどのぐらいの人数規模に

なるか、あるいは先ほど来ある通学の手段の関係、

そういったところもありますので、今時点でどこに

するといったところはまだお示しをする段階ではな

いと思っておりますが、人数規模、また、地域との

お話合い中の中でどこにするかというのは決めてい

く必要があると思っています。また併せて部活動部

分のお話もありましたけれども、ある程度その母体

となる学校がどこになるか、そこに通うお子さんが

どういう地域で活動するかというところは、並行し

て考えていく必要があると考えております。 

○古都宣裕委員 今日は入っていないですけれど

も、総体のほうのやつも含めて、そちらも改修時期

が来て計画もある中で、やはりそこも、今回、プー

ルのほうは市民健康プール活用というふうに入って

いますけれども、総合体育館とかを含めて考えたほ

うが、財政というお金の面の部分も見て再編も出て

いる中で、そこもしっかり考えるべきではないのか

なと思うのですけれども、いかがでしょうか。 

○里見達也学校教育課長 例にありました体育館と

いうところでありますが、ある程度、学校として利

用する体育施設というところを考えたときには、や

はり学校のところに専用で設置をするようなことが

望ましいというところもありますが、財政的な部分

というところもありましたので、そこは双方の施設

の調整というのが必ず必要になりますけれども、そ

ういったところで、お互いに活用が見込めるものに

ついては、そういったことも考えられるのではない

かというふうに思っております。 

○古都宣裕委員 わかりました。まだ示されて間も

ないので、総体的に見ていかなければいけないかな

と思うのですけれども。 

 最後、学校施設の老朽化状況の評価を見ると一番

新しい白鳥台、西が丘については、高得点が出てい

るのですけれども、西が丘は2003年で一番新しいに

も関わらず、屋根・屋上が傷んでいるなというのは

わかるのですけれども、中央小も2001年で比較的新

しいのですけれども、外壁が評価Ｃですごい点数を

落としているのですよね。これの要因って何なのか

なというのがよくわかんなくて、これらは、間口と

してはどう捉えて見ているのですか。 

○高橋善彦学校教育部長 明確なものは今データを

持ち合わせていないので、お答えがなかなか難しい

のですけれども、中央小学校の外壁のＣ判定につき

ましては、中央小学校が非常に日当たりがいいとい

ったところもございます。そういった部分で劣化が

ほかのところよりも進むのが早いのではないかなと

いうふうに思っております。また、西が丘小学校に

つきましては、屋根・屋上といったところがＣ判定
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なのですが、こちらについては、やはり塩害といい

ますか、そういった部分の風とかの影響を受けてい

るものであるというふうに我々は捉えております。 

○古都宣裕委員 現実的に郊外に今回、大きい学校

を建てるかといったら、それはあまり現実的ではな

いと思うのですけれども、場所によっての傷み具合

という数値もせっかく出てきた中で、これらも何か

しら今後つくるときに活用するという考えはお持ち

ですか。 

○高橋善彦学校教育部長 今後の再編するに当たっ

て、新築をするのか、既存の学校を改築するのかと

いった際に、やはりお金をかけた一つの計画でござ

いますので、こういったものをしっかりと参考とし

ながら再編に適当かどうかというところは判断して

いきたいというふうに思っております。 

○永本浩子委員 今いろいろと質問もありましたけ

れども、この検討協議会の役割がとても大きくなっ

てくるかなということで人数的にも大人数でまとめ

ていくのも大変なことになるのではないかなと思う

のですけれども、教育委員会としては、今後、約10

年間をかけて新しい体制に持っていきたいというこ

とかと思いますけれども、この検討協議会の役割と

いうのは、どういったところまで検討協議会は存続

する形になるのでしょうか。 

○里見達也学校教育課長 検討協議会の役割という

ところでございますが、先ほどの御説明の中でもあ

りましたとおり、まずは今回の再編に係る課題の洗

い出しと課題の整理、検討というところになろうか

と思います。たくさんの委員の方に御参加をいただ

いて様々な意見をお出しいただくというところで、

確かに取りまとめについては非常に時間もかかりま

す。ボリュームも大きくなると思いますが、その計

画、課題整理、御意見を出していただいて、ある程

度、その基本計画をまとめるというところが協議会

としての役割になるかと思います。それを踏まえま

して市のほうに結果を報告いただいて、それを受け

て今後、再編に向けてさらに実施計画といったとこ

ろに進んでいきたいと思っていますので、検討協議

会では、その前段というところになろうかなと思い

ます。ただ、ここにつきましても、ある程度進める

上で御意見等が必要の場合は、伺う必要もあるかな

というふうに思います。 

○永本浩子委員 まずは、いろんな角度の方たちか

ら御意見なり、提案とか課題とかをまず出してもら

うということが一つの大きな役割ということだと思

うのですけれども、例えば人的に見ても10年ってす

ごく長いので、ある程度のところで最初のスタート

の検討協議会のメンバーには、役割を置いていただ

いて実施計画に入り、その後、またいろいろな意見

をいただくときは、多少メンバーの入れ替わりとか

もあると考えていいということなのでしょうか。 

○里見達也学校教育課長 委員おっしゃられたとお

りでございます。そのタイミングタイミングである

程度、見直しが必要だったり、新たな検討が必要だ

というところが出てくると思いますので、その都

度、対応していきたいと思っております。 

○永本浩子委員 そして市のほうのたたき台として

いる、出てきている今の段階では、2035年で小規模

特認校プラス２校になるか、３校になるかわかりま

せんけれども、同時にスタートという形になると改

修するにしても、新築するにしてもかなりお金もか

かりますし、私も義務教育学校をスタートしたとこ

ろの視察に行きましたけれども、まずは、制服をど

うするとか校風をどんなふうに持っていくとか、学

校をつくり上げていく目に見えない部分でのいろい

ろな取組もかなりあって、すごく大事な部分かと思

うのですけれども、同時スタートというのは、なか

なか厳しいのではないかなと思いますけれども、そ

の辺はどうなんでしょうか。 

○里見達也学校教育課長 今おっしゃった同時スタ

ート、いわゆる今の学校の再編をどうするという課

題、それから、将来的に義務教育学校というものを

設置するという考え方、当然、同時並行というのは

非常に厳しいと思っております。ですので、今の将

来的な義務教育学校を含めた３校体制というお話、

考えとして出しましたけれども、まずは、今回スタ

ートしようとしているのは、適正規模・適正配置の

再編の課題ということでございます。検討を進める

上で学校を新設をするのか、ある程度、既存の学校

を活用してというふうになるのか、そこについて

は、その議論の中である程度の方向性を出してか

ら、例えば義務教育学校開校をしていくということ

になれば、そこから具体的な検討を始めていくとい

うことでございますので、令和８年度から同時にス

タートするということではないというふうな考えで

す。 

○永本浩子委員 一応のめどとしてということで出

されているので、今後、具体的になっていく中でそ

ういった部分も、時期的な部分も明確になってくる

のかというふうに理解させていただきます。また、
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学校そのものの役割として、地域のコミュニティー

の集まりであったりとか、避難所に指定してあった

りとか、そういった部分の役割というものもあるの

で、当然そういったところも検討されていくように

なるかと思いますけれども、今後、全部を検討協議

会の中でやっていくようになるのでしょうか。 

○里見達也学校教育課長 いわゆる学校が地域コミ

ュニティーの場であるということについては、今回

の基本的考え方の中にも、そこに核としての配慮と

いうことで書かせていただいております。例えば、

防災の関係であるとかそういったところにつきまし

ては、所管の部署などとのやり取りということにな

っていますので、この全てを検討協議会の中で方向

づけをしていくということではなくて、この再編を

して、どこにどうというところに付随する課題につ

いては、関係先のほうとも調整をしながら検討して

いくということで考えております。 

○永本浩子委員 多分、郊外地区のほうがかなり集

約されると、市街地のほうに集約される可能性が高

くなると思うので、そういった部分では郊外地区の

ほうが今までと違う体制になってくるかと思います

ので、そういったところも留意しながら多くの意見

を聞いていただきたいと思います。 

○金兵智則委員 いろいろと議論というか、やり取

りを聞かせてもらいましたけれども、やっと再編の

ほうが動き出すということなんだと思います。いろ

いろとやり取りがあった中で気になることを確認し

ておきたいのですけれども、改修計画の予定年度が

令和８年、2026年度になっているものって、今後、

予算特別委員会もありますけれども、もうやると決

まっているものってどれなのでしょう。 

○里見達也学校教育課長 今おっしゃられた改修が

というところは、学校施設のところの関係のお話で

しょうか。 

○金兵智則委員 ごめんなさい。説明が悪くて申し

訳ないです。11ページから13ページのところに、改

修計画予定年度って入っていますよね、それぞれ。

2026年、令和８年度って書いているものもあれば、

もう終わっているものもあるのですよね、多分。な

ので、直近でいけば今年度、来年度、やる、やっ

た、これは2026年度になっているけれども、取りあ

えずは、こういう動きがあるのでステイしていこう

という流れというものを説明してもらえばなという

ふうに思うのですが。 

○里見達也学校教育課長 ありがとうございます。

こちらの改修、11ページから13ページにあるものに

ついては、先ほどの説明でもありました令和６年３

月につくった改修計画の資料でございます。その時

点では、ある程度予定年度ということで書いてござ

いましたけれども、このように改めて再編に係る検

討を始めるということになりましたので、ここにつ

きましては、この年度にやるということではござい

ませんでして、今後、再編の検討を進めますので、

そこを見据えて、ある程度この改修については、一

旦保留をするというか、先ほど部長からもありまし

た安全のための最低限の改修、補修については、や

っていくという考えではございますが、ここに記載

している年度に改修をやるというところではないと

いうことで御理解いただきたいと思います。 

○金兵智則委員 先ほどそういうやり取りがあった

ので、先ほどのやり取りを聞けば、例えば南小学校

でいけば、校長住宅なんかは多分ステイなんだけれ

ども、子供たちの安心安全を考えれば、校舎とかを

躯体とかはもうやることになっているのかなという

のが、もしそういうことが見えている部分があるの

かなと。校長住宅って結構、実は2026年ってほかの

学校も多くて、西小もそうですし、中央小もそうな

のですけれども、この辺はステイですけれども、校

舎や躯体に関してはどうしようもないですので2026

年度やる予定みたいな答弁をいただけるのかなと思

ったのですけれども、そのやり取りはもう聞いてい

るので、わかっているので詳細な部分でこんな感じ

というのを説明していただきたいなという話だった

のですけれども。 

○里見達也学校教育課長 申し訳ありません。ここ

の中で2026年と挙がっているところについて、実際

に今決定をしているというところは、保留している

というところでございますので、実施が決定してい

るものはございません。 

○金兵智則委員 わかりました。2026年度、来年度

予算の中では、この中で改修するというものはない

という御説明だったというふうに理解をいたしま

す。 

 先ほど来、協議会のやり取りがあったのですけれ

ども、話を聞いている限り、検討協議会は来年度設

置の２年間ぐらいの予定で計画の策定までというよ

うな流れなのかなというふうに思ったのですが、そ

れで間違いなかったでしょうか。 

○里見達也学校教育課長 検討協議会のどこまでと

いうところでございますが、先ほど確かに計画、課
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題整理、それから計画の策定というところをお願い

したいというお話をいたしました。ですが、決して

２年間で終わりますというところではないというふ

うに考えております。検討協議会での議論、課題の

整理、計画の策定というところまでの時間につきま

しても、あくまで見込みというところでございます

ので、まずは基本計画を策定をするというところま

である程度、２年後にこぎ着けたいと思っておりま

すが、その後どこまで検討が進むかというところ

と、あとは先々の10年後の計画を見据えたというと

ころで、どこまでお願いできるかというところもあ

りますので、決して２年間に限らずというところで

はないというふうに考えております。 

○金兵智則委員 ということは、検討協議会のメン

バーになる方は任期が別に示されるわけではなく、

令和８年度から終わるまでというような任命の仕方

になるということなのですね、今の説明だと。 

○高橋善彦学校教育部長 委員の任期というところ

だったのですけれども、基本計画の策定までの２年

間というふうに今考えておりますので、基本は２年

間ということでお願いはしようと思っています。そ

の中であらかた基本計画が策定できましたら、今度

はその実施に向けて、例えば開設準備委員会ですと

か、そういったものに移行をしていくというような

形で考えておりますので、また引き続き、その方た

ちがやっていただけるのでしたらやっていただいた

り、また委員構成を変えたりしてというような形で

考えております。 

○金兵智則委員 先ほど永本委員のやり取りでした

か、委員の入れ替わりもあってみたいな話は多分そ

ういうイメージだと思うのですけれども、そうしな

いとお尻が決まっていないのであったら、だらだら

延びてしまう可能性があるわけですよ。なので改め

てちゃんと聞いたわけです。教育委員会の考え方と

しては、10年後までにこういう体制ができればいい

という考え方というふうに見ていいのか、ここら辺

が難しいところで、もっと早くやったほうがいいと

いう流れになる可能性だってないことはないわけ

で、そこが最長ラインなのか、最低ラインなのか、

その辺の考え方というのはどっちなのですか。 

○高橋善彦学校教育部長 非常に難しいところでは

あります。児童生徒数を見たときに一つ、10年とい

うところで区切りを置いて、この２校３校体制とい

うところを一つ念頭に置いて考えたというところで

あります。ただ、この検討協議会を進める中で、や

はり校舎が老朽化もしているのでもっと早くやるべ

きですとか、そういったような意見が出てきました

ら尊重したいと思いますが、その実現に向けてのプ

ロセスですね、その辺がしっかりとマッチングして

くるかというところが重要となってきますので、必

ずこの10年というのが一つではないというところ

が、今までの説明の中でもあったようにありますの

で、この10年がコンクリートではないというところ

で認識していただければと思います。 

○金兵智則委員 ただ、再編に来るまでも相当な時

間が実はかかっていると僕自身は思っています。あ

る程度、議会の中でも言ってきているというふうに

思っていますので、やっとここまでたどり着いたん

だというイメージなので、丁寧にやることはとても

重要だと思いますけれども、丁寧にやり過ぎて物事

が進まないというふうになってしまうとそれは本末

転倒になってしまいますので、先ほど来、説明の仕

方がとても危惧される部分がそういうところなので

すよね。こういうふうに思っていますけれども、い

つなるかわかりませんとか、煮詰まった段階でとい

うのもわかりますけれども、ある程度のスケジュー

ルのめどというのを、だから10年というので立てて

いるのだと思うので、その辺はしっかりとした思い

の中でやっていってほしいというふうに思うのと、

今回、この考え方が教育委員会の考え方として示さ

れた中では、大きな考え方の方向性の転換として

は、給食センターの新設という部分なのだと思いま

す。これまでは、親子方式にしても集約化にしても

センター化ではありませんとずっと言い続けてきた

中での初めてのセンター化という言葉なので、この

文言というのは結構重要、大きい部分です。なの

で、これについて僕らが云々という場面ではないの

でしょうけれども、このお話の計画が進んでいった

中で我々議会としても態度を示さなければいけない

ような、予算の関係とかが出てくれば、そういうこ

とになってくると思うので、それだけ大きな方向転

換だと、この再編が大きな方向転換なんでしょうけ

れども、そういった部分もあるということだけは、

申し添えてもうやめます。 

○古田純也委員長 では、ここで昼食のため、一旦

休憩に入ります。 

 再開は１時。 

午後０時03分休憩 

午後１時00分再開 

○古田純也委員長 それでは、再開いたします。議
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件１について、質疑のある方。 

○栗田政男委員 皆さんからいろいろと出ていまし

た。金兵委員のほうからも、やっとスタートライン

というようなお話も出ていましたが、我々も早く道

筋を見つけてほしいという要望をずっとしてきまし

た。詳細については皆さん聞いたみたいなのであれ

なのですが、監査の立場で各学校は全部見させてい

ただいています。もちろん老朽化の激しい学校だと

か、いろいろとあるのですが、この問題は、ある面

で当市の将来を考えなくてはいけない大切な問題だ

と思います。教育委員会ももちろんそうなのです

が、教育委員会の考え方だけで進めていくというこ

とにはならないだろうというふうに思います。 

 市の将来、小中一貫校とか義務教育学校とか、い

ろいろなことも、私たち議員も全国各市、視察をさ

せていただいています。そういう中で成功事例、い

ろいろと見させていただいていますが、何分にも当

市の場合は、地理的にも非常に広範囲です。学校を

まとめてやっていくというのは、本当に大変なこと

ですし、せっかくまとめて新しい体制をつくるので

あれば、将来を見据えた未来につながる網走市の姿

を考えなくてはいけない。教育というのは、私は地

域の根幹だと思っています。その地域の小中学校の

教育がちゃんとされなければ、そういう環境を整え

なければ、町の将来もないというふうに思います。

もちろんそこで、当市に対する郷土愛とか愛郷心と

か、いろいろなものが育まれて初めて成り立つこと

です。ですから、ぜひとも市長部局も一体となっ

て、市長に聞くといつもその部分は教育の所管だか

らという言い方をするけれども、僕は町の将来を考

えたときに義務教育の体制の在り方というのは、非

常に大切ではないかなというふうに思います。です

から、ぜひ市長部局とも協議しながら、方向をしっ

かりと考えていただきたいなということをお願いす

るのと、いろいろな検討委員会の話も出ていまし

た。僕もメンバーにいろいろな形で携わってきた中

で考えると、やはり教育委員会が示された方向のと

おりに進めていくというのが、本来のやり方として

は、そういうふうになってしまうのですよ、現実的

に。ですから、やはりある程度きちっとした方向性

というのは、教育委員会として柱をつくって、その

上で検討、肉付けをしていただくという方向性でな

いとゼロからみんな好きなことを言ってくださいっ

て時に前に進めませんので、やっぱりしっかりとし

た網走市の教育環境というのを考えたときにちゃん

とそれを進める検討委員会の在り方であってほしい

なと思います。あくまでも検討委員会から答申があ

っても、それを参考にしながら、当市が決めていく

ことですから、そういうこともちゃんと念頭に置き

ながら。得てして、話を聞いてちょっと心配だった

のは、全部意見を聞きながらといっても、なかなか

まとまりません。ですから、もうちょっと教育委員

会のこういう考え方がこれだけ、３本の柱でも２本

でも構いませんが、こういう核としたものを考えて

いるので、皆さんの貴重な御意見をいただきたいと

いうような方向性だけは、ぜひ。ちょっとスピード

感が足りないかなという気がします。のんきなこと

言っているのかなみたいな感じを僕は捉えてしまっ

たので、もうちょっとスピード感のある、本当に大

変なことだと思います。この数字を見ただけでも、

この町って将来あるのかなと本当に思ってしまうの

ですね。もう１点お願いしたいのは、この町の在り

方を考えるときに、子供たちの教育環境が町を選ん

でもらう一つの指針になります。これも確かなこと

です。今、全国的にそういう競争の時代に入ってい

ます。逆に言うと、子供たちを取り合うと言ったら

変な言い方なのかな、それぐらい厳しい時代ですか

ら、皆さんその環境をハード面、ソフト面、金銭

面、それも含めて完全なものにしていかないと、な

かなか当市を選んでもらって住んでくださる方は、

今後増えていくことはないと思います。現実的に

は、かなり減っていくことはしようがないのでしょ

う。ただ、ずっとしようがないでこのままやってお

くと、この町はいずれなくなるということになって

しまうので、本当に心配です。心配だからこそ、せ

っかくの好機ですから、ここでしっかりと１人でも

２人でも１組でも１家庭でも２家庭でも、この町で

暮らしていただけるような義務教育の環境をつくっ

ていくことが一番の目的ではないかなというふうに

思いますので、それも加味しながら進めていただけ

ればと思います。スタートラインですから、これか

らいろいろなことがあると思いますけれども、こっ

ちから一方的でコメントは取りませんけれども、何

かその辺が気になったんで、話させていただきまし

た。 

 以上です。 

○古田純也委員長 栗田委員、答弁はなしでよろし

いですか。 

○木野村寧教育長 しっかりしたビジョンを持って

と、スピード感を持ってということだと思います。
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スタートは、少子化ですとか、老朽化というのがあ

りますけれども、もう一つ、教育の質の担保。これ

からの難しい社会の中を生きていく子供たちをしっ

かり育てていくための、その部分もとても大事だな

というふうに思います。一方で、足とか場所とか課

題はたくさんあるなという思いもあります。ただ、

進めていくときに足がないからやめるとか、そうい

う議論ではなく、一番大切な子供たちの将来のため

に、市としては、３校という適正規模にしたいのだ

と。この思いをしっかり合意形成をした上でそうだ

よねという話になったら、しっかりできないことを

考えるのではなくて、どうやってできるだろうとい

う方向に持っていければというふうに考えていま

す。そういう意味で検討協議会の中でそういう話を

していただきながら、いろいろな考えがあると思う

ので、そこで拾ってしっかり最上位の大事な部分は

合意形成をして、次に進めていきたいなというふう

に考えています。 

○栗田政男委員 今、足の問題、一般的にスクール

バスも考えられるのだけれども、フルサービスでそ

の環境を整えるというのは、コストがすごいかかっ

てしまいます。当市の場合、地理的なものもあるん

ですが、ほとんどの家庭で車を持っています。親御

さんの負担も増えるでしょうけれども、そういう送

り迎えの送迎も、もうこれからはお願いしなくては

いけない時代に、できる人ですよ、できない人は当

然、用意しなくてはいけないのですけれども、そう

いう環境も必要なのかなと。やっぱり親の負担も増

えるでしょうけれども、金銭的にも大変な面もある

かもしれませんが、そういうことも視野に入れなが

らフルサービスで全部くまなく一人一人やるとなる

とコストがとんでもなくかかってしまうので、そう

いうことも含めた検討会議であれば、よりよい方向

性が見えるかなというふうに思います。 

 よろしくお願いいたします。 

○古田純也委員長 ほかに質疑なければ。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 

○古田純也委員長 次に、議件２、網走市立学校に

おける部活動の地域展開に関する方針について説明

を求めます。 

○中野敏博学校教育課参事 資料２号を御覧願いま

す。網走市立学校における部活動の地域展開に関す

る方針について御説明申し上げます。 

 この方針は、部活動の地域展開に関する網走市と

しての方針でございまして、国の示す改革実行期間

である令和８年度から令和13年度に向けた網走市の

具体的な取組とスケジュールを示すものでございま

す。まず初めに、１ページから２ページを御覧くだ

さい。「はじめに」と「国の動向」についてでござ

いますが、本市において、部活動はこれまで生徒の

心身の成長や自己実現を支える重要な役割を果たし

てまいりましたが、現在、大きな転換期に直面して

おります。１つ目は、少子化による部活動の存続の

危機でございます。児童生徒数の急激な減少によ

り、チーム編成が困難な競技や部員不足で存続が危

ぶまれる部が増えており、生徒がやりたい活動を選

べる環境の維持が困難になってきております。２点

目は、教員の過度な負担の軽減と指導の質の向上に

ついてです。これまで部活動を支えてきた教員の過

度な負担を軽減し、学校教育全体の質を維持向上さ

せながら、持続可能な指導体制を築く必要がござい

ます。 

 続いて、「国の動向」についてですが、国におい

ては、少子化や働き方改革を背景に部活動を学校単

位から地域単位へと広げていく大きな方針を打ち出

しています。それに伴い、令和４年12月、スポーツ

庁と文化庁が共同で新ガイドラインを策定いたしま

した。これにより、運動部と文化部を一体として地

域展開を進めることとなりました。その後、今年度

５月には、令和８年度から13年度までを３年間ごと

に前期・後期に分け、改革実行期間として位置づ

け、休日の部活動については、原則として全ての学

校で地域展開の実現を目指すこととされておりま

す。 

 続いて、３ページを御覧願います。「北海道にお

ける方向性」についてでございますが、北海道教育

委員会では、令和５年３月に推進計画を策定してお

りますが、今年度より、全道全ての市町村で地域展

開への着手・推進を目指しております。 

 続いて、４ページから５ページを御覧ください。

網走市の現状について御説明申し上げます。本市の

人口は2025年の3万2,092人から2050年までにおよそ

34％、1万933人減少し、2万1,159人になる見込みが

示されております。また、中学生の数は、全体の人

口減少よりもさらに大幅な減少が見込まれ、2050年

には現在のおよそ半分の生徒数となる見通しでござ

います。令和７年度の網走市立中学校の部活動にお

いては、運動部が11種目、文化部が４種目あり、部

活動加入率は69.1％となっています。学校ごとに見
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ますと、加入率が６割を切る学校もあり、団体競技

などでは、学校単位でチームを組むことが困難にな

ってきており、一部の種目では、部員の少ない部活

動同士が合同編成チームで大会等に出場している場

合もございます。 

 続いて、６ページを御覧ください。ここでは、

「地域展開の目的と期待される効果」について記載

しております。ここまでの情勢を踏まえまして、地

域展開においては、これまで学校が主体となってき

た部活動を新たに地域が主体となって展開すること

で生徒が将来にわたって活動に継続的に親しむ環境

を整えるとともに、地域資源を有効活用し、より多

様な選択肢の生徒への提供と教員の過度な負担の軽

減を目指しております。網走市が部活動の地域展開

で目指す三つの柱といたしましては、子供たちの活

動機会の確保と指導の質の向上、教員の過度な負担

の軽減、地域との連携強化としてございます。ま

た、期待される効果としましては、生徒の多様な選

択肢の確保、指導の質の向上、教員の過度な負担の

軽減でございます。また、地域展開により、学年等

に縛られず、学校段階に捉われない継続な活動が可

能となることも期待されております。 

 続いて、７ページから８ページを御覧ください。

これまでと現在の網走市の取組についてでございま

すが、本市においては、令和５年度に検討協議会を

設置し、地域展開に向けた議論を重ねてまいりまし

た。令和６年２月に実施したアンケートでは、保護

者の約４分の３が地域移行に賛成的である一方、移

動・送迎の負担や月謝などの費用負担が課題として

挙げられております。また、地域の少年団やクラブ

チームへのアンケートにおいては、指導者の確保、

クラブの運営費などの課題はあるものの回答いただ

いた中の約半数が受皿としての協力に前向きな意向

を示してくださっています。続いて、新年度に向け

た取組としまして、地域クラブ認定制度の導入を予

定しております。こちらの制度は、地域展開の受皿

となる団体・クラブを育成支援することを目的とし

て、一定の要件を満たす団体を市として認定し、バ

ックアップをしようとするものでございます。主な

認定要件といたしましては、部活動の地域の受皿と

して、中学生を対象にスポーツまたは文化芸術活動

を行うこと、網走市立学校における部活動の在り方

に関する方針に沿った活動であること、活動拠点が

網走市内であること、中学生が自由に加入及び脱退

できることなどでございます。支援内容といたしま

しては、学校施設の利用料・暖房料の免除、大会参

加費用、クラブ運営経費への補助を予定しておりま

す。これにより、学校に部活動がない種目の受皿も

含め、生徒の多様な選択肢の確保を図ってまいりま

す。次に、広域での連携についてでございますが、

少子化の影響は、近隣の町でも同様でございまし

て、単独の自治体で全ての活動種目を維持していく

ことが困難になりつつあります。現在、網走市をは

じめ、斜里町、清里町、小清水町、大空町の１市４

町で構成する東オホーツク定住自立圏において、課

題や解決策について意見交換をしております。自治

体をまたぐ生徒が所属するクラブも今後ますます増

えることが予想されますことから、将来的な連携、

サービスの統一などについて、引き続き協議をして

まいります。 

 続いて、９ページを御覧ください。網走市の地域

展開に係る具体的な方針でございます。基本的な考

え方、方向性として、受皿となるクラブの準備が整

い、移行可能な種目から順次地域への展開、移行を

進めてまいります。改革実行期間前期の最終年であ

る令和10年度末までに休日部活動を全て地域展開い

たします。その過程においても、平日も含めた完全

移行が可能な種目については、関係者間で協議の

上、地域展開を進めてまいります。令和10年度に

は、部活動の部員募集を停止とし、11年度には、３

年生の引退をもって全ての部活動の終了とする予定

でございます。 

 次に、11ページには、この方向性のイメージ図を

掲載してございます。 

 続いて、12ページを御覧願います。地域展開の推

進体制についてですが、令和８年度より、地域展開

に関わる関係各所との連携、調整、指導者及び練習

場所の確保、地域クラブ認定制度の運用などを迅速

かつ効率的に進めるためのコーディネーターの配置

を考えており、教育委員会、学校と連携の上、取組

を進めてまいりたいと考えております。また、今後

の教員の関わり方についてですが、先生方の中に

は、引き続き、地域展開後も指導を続けたいと考え

る方も一定数いらっしゃるものと伺っております。

地域クラブでの指導に際しては、教員との兼職兼業

の許可が必要となりますけれども、網走市では、先

生方の意思を尊重し、指導を望んでいないにもかか

わらず参加を強いられることがないよう十分に本人

の意思を確認した上で、勤務校における業務への影

響など配慮した上での許可をしてまいりたいという
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ふうに考えております。今後、子供たちの活動機会

の確保を進める上で指導者の確保は大変に重要な課

題でありますので、先生方の意向をしっかりと確認

の上、学校、教員の皆様と連携して進めてまいりた

いと考えております。また、指導者の確保につきま

しては、市内の高校や大学とも意見交換を進めてお

り、可能な限り幅広く子供たちの活動の場を確保し

てまいりたいと考えております。 

 続いて、地域展開後の家庭の負担についてです

が、地域クラブ活動への参加には、月謝や年会費な

どの負担も生じます。いわゆる受益者負担として地

域クラブが継続して活動していくためには必要な費

用でございますが、家庭の経済的な負担が過度にな

らないよう運営費や各種大会参加費への補助などの

支援策を実施してまいります。地域クラブ認定制度

においては、クラブの運営経費についても柔軟な活

用をいただけるような補助を予定しており、これに

より、できる限り家庭への負担を軽減してまいりた

いと考えております。地域展開によって、経済状況

により活動を諦めなければならないということをで

きる限り避けられるよう配慮して取り組んでまいり

たいと考えております。なお、この方針に関しまし

ては、新年度に入りましたら公表と保護者の皆さん

への説明を予定してございます。 

 説明につきましては、以上でございます。 

○古田純也委員長 ただいまの説明で、質疑等ござ

いますでしょうか。 

○古都宣裕委員 示されたところでざっくり見させ

ていただいているのですけれども、まず地域展開を

進めるに当たって、教育委員会として最も重視する

のは何なのかなというふうに聞きたかったのですけ

れども、これ６ページの順番でいいのか、それとも

順番としての優先順位とかはなくて全部大事という

イメージなのか、どうなのですか。 

○中野敏博学校教育課参事 網走市としての考え方

の優先順位でございますけれども、第一に子供たち

の活動機会の確保と考えてございます。 

○古都宣裕委員 ということは、示されている子供

たちの活動機会の確保と指導の質の向上が一番であ

って、次に教員の負担の軽減、そして地域の連携強

化というふうな順番で、その下に親の負担軽減とか

そういうのがあるようなイメージでいいということ

ですかね。 

○中野敏博学校教育課参事 委員のおっしゃるとお

り、まず第一には、子供たちの活動の機会の確保と

指導の質の向上でございますが、当然、２番、３番

につきましても、大切なことであると考えておりま

すので、そこについても、引き続き対策を講じ、支

援してまいりたいというふうに考えております。 

○古都宣裕委員 わかりました。今後、地域の部活

動をクラブに移行していきたいという思いがあるの

は承知しているのですけれども、以前も質疑とかさ

せていただいているように都市部だと民間クラブ

で、それ単体で生計が立つようなところがあって、

移行がスムーズな部分が見える反面、田舎だと子供

たちの学業終わりから部活の時間帯に指導できるよ

うなところの時間帯にクラブ活動をやるというと、

なかなか一本でやっている方というのが難しい中で

兼業でどうしてもやるとなると、小中学校だと見て

いると夕方の６時とかから始まるようなクラブ活動

が多くなってくるわけですけども、そうした中で実

状に応じてとなると部活というよりもクラブ活動と

そうした時間帯が主体になってくるのではないかな

と思うのですけれども、その辺の考え方というのは

どういうふうに思っていますか。 

○中野敏博学校教育課参事 子供たちの活動時間に

ついてでございますけれども、委員のおっしゃると

おり、部活動と地域展開後のクラブ活動につきまし

ては、この点も明確に変わってくる部分があるかと

考えております。具体的には、まず帰宅後にクラブ

活動に参加することになりますし、日頃勤務されて

いる方が指導に当たる場合もございますので、現在

の少年団ですとか、既に存在しているクラブにおい

ても、夕方の６時または７時からの活動をしている

クラブもございまして、そういったところの時間帯

での活動が増えてくるものと認識してございます。 

○古都宣裕委員 今のクラブ活動、大体７割が所属

されていて心身の成長にも寄与しているのではない

かなと思うのですけれども、これで見ると令和10年

度には部活動の募集を停止してしまうのですけれど

も、一方で先ほど、学校の再編とかってある中で遠

方の方とかっていうところを考えると、クラブ活動

が始まるのが６時、７時だから１回帰りなさいって

言ったって相当な距離あるわけですよ。そしたらな

かなかできなくなるのではないかな。子供たちの場

所の確保とかというのと一致しないのではないかな

というふうに思うのですけれども、いかがですか。 

○中野敏博学校教育課参事 委員の御指摘のとお

り、活動機会の確保、場所を確保するに当たりまし

ては、子供たちの活動時間、またそれに関わって、
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いわゆる足の問題も重要な課題でございます。現

在、学校再編のほうの話でもございましたけれど

も、公共交通機関ですとかスクールバス、そういっ

た中での全ての対応というところは、非常に困難な

状況でございます。子供たちが今後希望する活動が

できる環境を整えるためには、お住まいの地域にと

っての対策も含め、関係機関との連携を含めた引き

続きの検討が必要であると認識してございます。 

○古都宣裕委員 それであるならば、もう再編が見

えてくる中で３時、４時ぐらいに学校が終わってか

ら、そこから２時間、３時間空くというときに、ど

うした活動をしてもらうのか、どこで待ってもらう

のか、一旦帰ってくださいよと言ったってそんな簡

単ではない人たちがこれから出てくるのはわかって

いる中で、その辺の課題、空白時間をどう埋めるか

というのは、どこで待ってもらうのかも含めてしっ

かり考えなければいけない課題だと思うのですけれ

ども、いかがですか。 

○中野敏博学校教育課参事 子供たちの待機場所、

活動の開始時間につきましては、現在、協議を進め

ています。各競技の団体とかクラブなどとも、しっ

かりと協議をした上で対策を検討してまいりたいと

考えております。 

○古都宣裕委員 それに伴って、きっと児童館の再

編とかそういうところも含めて考えていく必要があ

るのではないかなと思っているので、その辺は理解

するところなのですけれども、活動の機会の継続と

いうのが、多分一番だというふうなお話だったの

で、ただ、この方針で受皿が整った種目というのは

順次進めていくと思うのですけれども、逆に受皿が

整わなかった場合というのは、それでも令和10年に

は停止してしまって機械的に進めてしまうのか、ど

のような考えをお持ちなのでしょうか。 

○中野敏博学校教育課参事 進め方、年次の考え方

という部分でございますけれども、まず可能な限り

早くというところから、可能な種目から順次移行を

進めてまいりたいと考えております。令和10年度の

部員募集停止という一つのラインなのですけれど

も、この頃、ちょうど２年後から３年後に向けて、

網走市内の部活動においても、単独での活動が困難

となる部活動がより増えてくることが見込まれてお

ります。そういったところも含めまして、可能な限

り多くの受皿となる地域クラブを確保してまいりた

いと考えております。仮に、そこまでにどうしても

確保のできない種目とか活動があった場合にも、こ

の後、例えばそれを１年延伸したとしても確実に活

動ができなくなる期間というところが近づいてまい

りますので、そこまでをめどとして取組を進めてま

いりたいと考えてございます。 

○古都宣裕委員 次に、学校教員の役割というのを

どのように考えているのかなと思うのですけれど

も、先ほど説明の中で別にクラブ移行した中でも関

わっていくこと、兼業自体は止めるものではない

と、手続上必要ではあるけれどもというお話があっ

たのですけれども、その中で費用とかどうされるの

かという部分と、例えば、部活動の魅力というの

は、自分が代表として、例えばチームスポーツはチ

ームで、個人スポーツでも生徒を育て上げるという

部分に魅力があるとも思うのですけれども、そうし

たところがなく、外から来てコーチでどうせ転勤す

るからみたいな扱いをされたら、例えばですけれど

も、転勤ありますから、そうした中では主体になる

ことではなく、あくまでも側面的、サポート的な役

割になってしまう可能性が高いのではないかなと思

うのですけれども、その部分とかってどのように考

えているのかなと。 

○中野敏博学校教育課参事 先生方の関わり方とい

う部分でございますけれども、当然、先生方には異

動も伴いますので、委員の御指摘のとおり、メイン

でずっと指導を続けていただくということは難しい

と認識しております。一方で地域展開に当たりまし

ても、これまでの部活動の理念であるとか、子供た

ちの健やかな成長に寄与する部分というところは引

き継がれていくと考えておりますので、先生方に関

しましても、クラブになったからといって、これま

でのような生徒への指導であるとか、そういった関

わりができないということではないと認識してござ

います。クラブ活動と部活動においては、違いこそ

あるものの、そういった中での子供たちへの指導で

すとか、健やかな成長への寄与というところは、ク

ラブの指導者においても、学校の先生方においても

同様であると考えております。 

○古都宣裕委員 今の部活動体制についての問題と

して、学校の先生の善意に甘えて無償労働的なとこ

ろが多く負担が大きかったというのが実態的にある

と思うのですけれども、例えば熊本なんかでいく

と、その部分というのを逆に見える化した上で費用

弁償としてしっかりとその辺りを手当てしますとい

う形にしたところもあって、逆にそれだとある程度

回り出したりとかって、やり方はいろいろとあると
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思うのですけれども、そうしたことも考えて兼業を

禁止しないけれども、その部分の費用負担っていう

のは、どのように考えているのかなというのがある

のですけれども、あくまで所属したクラブチームの

集めたお金の中で渡してくださいという形なのか、

積極的にそうやって関与していただける先生には、

こちらからプラスアルファの何かの手当も考えてい

るのか、どういう形なのですかね。 

○中野敏博学校教育課参事 今後の地域クラブ活動

における経費、先生方への報酬という部分でござい

ますけれども、委員御指摘のとおり、継続してクラ

ブが活動していくためには、確実に運営経費という

ものがかかってまいります。指導される先生方やク

ラブの指導者においても、当然生活がございますの

で、しっかりとした手当という部分は必要になって

くると考えております。一方、スタートの段階から

クラブ活動に関する経費、また指導者の報酬ですと

か、ひいては、御家庭の負担額、経済的な負担とい

うところにも及ぶと思いますけれども、現時点にお

いては、全ての補償というところは、難しいものと

考えております。ただ、継続して今後続けていくた

めには、避けて通れない課題であると認識しており

ますので、クラブへの支援の在り方、先生方の参加

の仕方、費用の面も含めて検討を進めてまいりたい

と考えております。 

○古都宣裕委員 やっていただける人がいればいい

のですけれども、やっぱ部活という共成の中でもや

っぱり指導の経験っていうのを持っている人が全く

ないところよりは、そういう経験を持った方がいら

っしゃるので、できたら関わっていただける方に対

しては、そうしたところと関わっていただきたいな

と思うので、そうした支援も積極的に考えていただ

きたいなと思います。今、お話にもありました家庭

の負担ということがあります。送迎の負担もそうで

すけれども、そういった費用面の負担というのをど

こまでのことを考えているのかなというふうに伺い

たいなと思うのですけれども、学校であれば、用具

等が揃っているものもあれば、クラブ活動であった

ら新しく揃えなければいけないものも出てくると思

うのですよね。そうしたところというのは、どこま

で見るように考えているのか、場所的な問題とかも

あると思うのですけれども、その辺どのように考え

ていますか。 

○中野敏博学校教育課参事 御家庭の経済的な負担

についてでございますけれども、当然、月謝とか会

費という費用が発生してくることは避けられません

けれども、現在、予定をしております地域クラブの

認定制度における地域クラブの運営経費への補助に

つきましては、先ほどの指導者への報酬であるとか

研修への参加費用、そのほか、イニシャルでかかる

コストなど、幅広く柔軟に活用いただけるものとす

る予定でございます。現時点で直接御家庭への負担

軽減の補助などは予定してございませんけれども、

この補助などを活用し、クラブの運営経費を軽減す

ることによって、御家庭の負担もできる限り抑えて

まいりたいというふうに考えてございます。その上

でクラブによって、種目によって御家庭の負担とい

うところも変わってまいりますけれども、家庭のさ

らなる負担の軽減に関しましては、クラブ活動の開

始後、状況もしっかりと共有いただきながら、今

後、制度設計も含めて検討してまいりたいというふ

うに考えております。 

○古都宣裕委員 例えば、スポーツ保険とか今の場

合だと中学校、部活の中で入っていると思うのです

けれども、スポーツの部活とか保険の部分は中学生

の部分は全部見ますとか、何かやり方はいろいろを

あると思うのですけれども、その辺の考えはいかが

ですか。 

○中野敏博学校教育課参事 クラブ活動を続けるに

当たりましては、子供たちの安全確保という部分も

非常に重要な問題であると思っております。子供た

ちのけがの保険に対する対応ですけれども、地域ク

ラブの認定制度内においても、地域クラブとして活

動するに当たっては、必ず保険へ加入するようお願

いをする予定でございます。また、活動費への補助

においては、そういった保険料に充てていただくこ

とも可能とする予定でございますので、引き続きそ

ういった部分も含めまして、負担の軽減と子供たち

の安全確保に配慮してまいりたいと考えておりま

す。 

○古都宣裕委員 いろいろなクラブ活動を残す視点

というのもあると思うのですけれども、一方で、や

りたい競技の確保を優先するのか、いろいろな協議

をできる機会の確保を優先するのかというので考え

方、見方で方向性が変わってくると思うのですけれ

ども、網走としてはどちらを見ていますかね。 

○中野敏博学校教育課参事 活動の幅、種目の確保

についての考え方でございますけれども、現在まで

に、それぞれの種目の関係団体、競技団体の皆様と

も順次意見交換をさせていただいておりますが、基
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本としましては、現時点では部活動にある種目から

優先的に考えて動いております。 

○中野敏博学校教育課参事 また、そのような中に

おいても、これまで部活動にない種目、競技、活動

のされている団体などからもお話をいただいてお

り、そういったところでも可能な限り幅広い活動機

会の確保に努めてまいりたいと考えております。 

○古都宣裕委員 チームスポーツだったり個人スポ

ーツだったりいろいろな形のある中で、それを全部

公平として見るのか、それとも一つ一つの種目に対

してこれも厳しいと言って切ってしまうのかという

ところで、何か見方が変わってくるのかなと思うの

ですけれども、それらも一応、今ある部活動を中心

とした中で見ていくという答えだと受け取りまし

た。地域クラブをこれからつくる、受皿となるもの

をこれから積極的にプラスでつくっていくのだと思

いますけれども、その地域クラブの育成、これから

見守らなければいけないと思うのですけれども、そ

れと行政としての教育委員会の関わり方ってどうい

うふうにしていく予定とかあるんですか。 

○中野敏博学校教育課参事 地域クラブ活動スター

ト後の育成支援という部分でございますけれども、

当然、既に少年団ですとか地域クラブが市内にも幾

つかございますが、今後、部活動の受皿として地域

クラブとして活動いただくに当たっては、完全に地

域展開をしたからといって、行政が全くスタートの

段階から関わらないということではございません。

当然、活動の情報であるとか財務の情報、また、今

後の活動予定についても情報共有をいただく中で、

指導者として子供たちの安全管理を担えるような指

導の研修を受けていただくことをお勧めするなど、

活動についてもしっかりと、私どもでも話を聞きな

がら連携して取組を進めてまいりたいというふうに

考えております。 

○古都宣裕委員 最後に一点、聞きたかったのです

けれども、今あるのは、学校の部活として学校教育

の一環としてあるわけなので、心身スポーツや文化

の部活動を通してこういうふうに持っていきたいと

いうものがそれぞれの学校の中であると思うのです

けれども、それが今度、部活ではなくてクラブ移行

ということは、それがなくなってしまうというふう

に思うのですよ。となると、網走市としてそれぞれ

を通した上でこういうふうに持ってきてもらいたい

という指針を持って当たっていくのか、それぞれク

ラブチームで勝手にお持ちになった上でやっていた

だく中で賛同した人が集まるという形でいくのかと

いった形になるのでしょうか。 

○中野敏博学校教育課参事 これまで、委員の御指

摘のとおり、部活動においては、子供たちの健やか

な成長に向けた教育活動の一つとして行われてまい

りました。国のほうでも、地域展開につきまして

は、今後は新たに地域での活動となる、学校の部活

動ではなくなるというふうに申しておりますけれど

も、その段階においても、これまでの教育活動とし

て進めてきた考え方という部分は、継承していって

ほしいというのが国の考え方でございます。私ども

としましても、最終的にはクラブでの運営というこ

とにはなりますけれども、網走の子供たちが健やか

に成長していけるよう網走市の思う考え方につい

て、クラブの指導者の方ですとか経営者の方々と意

見交換、共有をさせていただきながら、取組を進め

てまいりたいというふうに考えてございます。 

○永本浩子委員 私のほうからも何点か聞かせてい

ただきます。７ページのところに、現段階の関係団

体、少年団やクラブチーム等のアンケートによりま

すと、約半数、47.3％の団体が地域移行の受皿とな

る意向を持っていてくださるということなのですけ

れども、具体的には、どんな種目のところが何団体

ぐらい市の中では手を挙げているというか、意向が

あるということなのでしょうか。 

○中野敏博学校教育課参事 現在、協議を進めてい

る中で男子のバレーボール、野球、バスケットボー

ルに加え既存の部活動にはございませんけれども、

ボート競技においても新年度になりましたら地域ク

ラブとして活動してまいりたいと予定をしているク

ラブとの話が進んでおります。また、そのほかの吹

奏楽をはじめ、その他の種目活動においても、地域

展開としての活動について、関係団体と協議を進め

ているところでございます。 

○永本浩子委員 男子のということでしたけれど

も、女子に関しては、どこもないということなんで

しょうか。 

○中野敏博学校教育課参事 現時点で新年度からの

地域クラブとしての活動を予定しているクラブチー

ムにつきましては、男子バレーボールということで

ございます。 

○永本浩子委員 そうしますと、現在あるけれど

も、この意向を示していないという中で女子という

枠はあるのでしょうか、ないでしょうか。 

○中野敏博学校教育課参事 現時点でまだ見通しの
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立っていない種目というのも当然あるのですけれど

も、そういったところも含めまして、今後、令和10

年度、11年度に向けて協議を進め、できる限り確保

を進めてまいりたいというふうに考えております。 

○永本浩子委員 その辺のところはぜひ、中学校の

部活で男子も女子もいろいろと今やっているところ

かと思いますので、男子はできるけれども女子はで

きないとか、テニスやっていたけれどもテニスがで

きないということがあるとかわいそうかなと思いま

すので、そういったところはしっかりと手を打って

いただきたいと思います。また、文科系のクラブも

結局、全部廃止になるという形になるかと思うので

すけれども、吹奏楽に関しては、そういった受皿が

できそうだということかと思いますけれども、小学

校のときから、網走は吹奏楽とても盛んで、一生懸

命取り組んできた子たちがたくさんいると思います

ので、その辺は、ぜひ力を入れていただきたいの

と、吹奏楽ではない文化系のクラブに関してはどう

なっていくのでしょうか。 

○中野敏博学校教育課参事 現在、取組の進んでい

る団体、クラブについて御説明申し上げましたけれ

ども、当然、スポーツだけでなく、文化活動も市内

には幅広く活動されております。そういったところ

も優先順位をつけているということではなく、引き

続き確保に向けて関係する団体ですとか、活動団体

とも意見交換、協議をさせていただきたいというふ

うに考えております。 

○永本浩子委員 ぜひ、よろしくお願いしたいと思

うのですけれども、私が聞き逃したのかもしれませ

んけれども、令和11年度で全ての部活動の終了とい

う、これは全国的にこういう方向ということなんで

すか。 

○中野敏博学校教育課参事 そこの年度の進め方と

いう部分につきましては、様々自治体によって考え

方はあろうかと思います。国のほうの大きな方向性

としましては、まず令和10年度までに休日部活動の

終了、地域展開の完了です。その後、改革実行期間

後期の令和13年度までに、できる限り平日も含めた

部活動の地域展開を進めるというふうにされており

まして、網走市としましては、子供たちの活動機会

を確保するために、この年度ということで判断をし

ております。 

○永本浩子委員 そうすると網走市としては、国よ

りも１年間延ばす形でめどをつけながら、さらにそ

の後は平日もというところになってくるのかと思い

ますけれども、例えば、今まで部活の地域移行とい

う話になったときに、多分、一番問題になってきた

のが中体連というところがあったかと思うのですけ

れども、この中体連に対しては、どういう形になっ

てくるのでしょうか。 

○中野敏博学校教育課参事 中体連及び大会参加と

いう部分でございますけれども、中体連につきまし

ては、各種目競技によって対応もまちまちな部分が

ございます。ただ、クラブチームとして出場が可能

な競技というところも多くございまして、そういっ

たところが北海道からも、例えば中体連ですとかそ

ういったところに対し、今後、クラブ活動が参加で

きるような要請をしているというふうに伺っており

ます。全ての競技が同一にというふうにはなってい

ないのですけれども、引き続き、子供たちが努力し

た後、成果を示す場がないということがないように

情報収集も含めて注視してまいりたいというふうに

考えております。 

○永本浩子委員 みんなが中体連の出場を目標にし

ながらやってきた部分って大きいと思いますし、中

体連自体も種目を縮小していくという流れが出てい

るようです。そして、部活の地域移行も全国レベル

で早い遅いというのはあるにしても国も進めている

ところなので、そういったところ市としても状況を

よく把握していただきながら国に対しても要望を出

していけるところはしっかり出していただいて、子

供たちが地域移行に移ったとしても、やりがいを持

って取り組んでいけるような体制をつくっていって

いただければと思います。 

 私のほうからは、以上です。 

○金兵智則委員 やっとここまで来たなというふう

に思うところでありますけれども、先ほどの説明で

中身に入る前にお伺いしたいのですけれども、この

方針は完成品で新年度に入ると公表、あとは説明に

使うというような話があったのですけれども、間違

いないですかね。 

○中野敏博学校教育課参事 そのとおりでございま

す。 

○金兵智則委員 ちょっと７ページを見ていただき

たいのですけれども、７ページの真ん中ぐらいに課

題ってあるのですけれども、これの文章の最後のほ

うに課題ってあるのですけれども、そこちょっとス

ペース１個空いているので、これは直したほうがい

いような気がします、完成品だとするなら。それが

一つと１月にできているようなのですけれども、こ
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れが今、委員会で調査をすることになったのは、委

員会の都合なのか何なのか、お伺いしてもいいです

か。 

○中野敏博学校教育課参事 こちらの市の方針につ

きましては、部活動地域移行検討協議会において、

１月に策定をしたところでございます。本日の委員

会での御説明となりましたのは、その間の私どもの

準備によるものであると考えております。 

○金兵智則委員 その間に教育委員の皆様へ御説明

があって了承をいただいたものが、今御説明をして

いただいているというふうに理解をしていいのでし

ょうか。 

○中野敏博学校教育課参事 そのとおりでございま

す。 

○金兵智則委員 それで我々の委員会に説明があっ

たんだというふうに思います。それでちょっと何点

かお伺いしますけれども、この認定制度を立ち上げ

た上で認定をするのは、教育委員会がされるのでし

たでしょうか。 

○中野敏博学校教育課参事 そのとおりでございま

す。 

○金兵智則委員 わかりました。認定をするのは教

育委員会で、認定要件の中に網走市立学校における

部活動の在り方に関する指針に沿った行動であるこ

とと②番にあるのですけれども、これって平成31年

に策定をして令和６年度ぐらいに改定があったもの

なのだと思うのですけれども、これの中身のどの部

分に沿った行動なのかというのが何かあるものでし

ょうか。これ全てに沿った行動となると、何かちょ

っと中身的に校長はといったような中身ですし、こ

の休みの関係の話なのか、どの部分を指しているの

か、これではちょっとよくわからないのですけれど

も。 

○中野敏博学校教育課参事 網走市の部活動の在り

方に関する方針という部分でございますけれども、

主に子供たちの活動時間、週休日については１日、

平日は４日という子供たちの過度な負担とならない

ような活動をしていただきたいという部分で方針に

沿ったということでございます。 

○金兵智則委員 多分、あれなんですかね、リーフ

レットのほうを見たほうがわかりやすいということ

なのですかね。細かい文章でずっとなっているの

と、市のホームページに出していただいていますよ

ね。それのリーフレットタイプのやつを見たほうが

わかりいいという感じですか。このリーフレットに

沿ってくださいというようなイメージでいいのでし

ょうか。 

○中野敏博学校教育課参事 委員御指摘のとおり、

リーフレットにございます休養日の設定ですとか、

家庭や地域での取組というところございますけれど

も、やはりそこに沿った活動をしていただきたいと

いうものでございます。 

○金兵智則委員 わかりました。そうなってくる

と、さっきの認定クラブへの補助という関係で財務

の関係ですとかを情報共有しますというような話で

したけれども、活動の内容についても、５番にある

ような中身を整備していることというのを確認をす

る作業がどうしても必要になってきますよね。その

辺のシステムというのはどのようにお考えですか。 

○中野敏博学校教育課参事 地域クラブの認定制度

の申請の時点で規約の整備であるとか、年間、月間

の活動計画、収支予算ですとか、そういったところ

については、全て御提出をいただく予定でおりま

す。 

○金兵智則委員 特に収支に関しては、決算の確認

というのがどうしても必要になってきますよね、市

の税金も入れるわけですから。その辺も、やっぱり

今後もシステムとしてちゃんと構築していかなけれ

ばいけないというふうに思うのですが、そういった

方向性で間違いないでしょうか。 

○中野敏博学校教育課参事 そのとおりでございま

す。認定後、活動を開始した後も、しっかりと情報

共有させていただきながら、そういった経営を続け

ていけるように、また、市として透明性のある経営

していただけるように、共有をしてまいりたいとい

うふうに考えております。 

○金兵智則委員 わかりました。そして先ほど永本

委員の質疑の中でも、もうやっていただけるクラブ

も出てきて、もうあるよという話が多分11ページに

あるのもそうなのだと思うのですよ。令和８年度は

男子バレーが移行、令和９年が野球部移行というこ

の二つだけこうやって載ってしまっているので、多

分、保護者の皆さんへの説明が逆に難しくなってし

まうのかなと。バレーと野球は移行されるけれど

も、ほかはどうなのですかという話はどうしても出

てきますし、文書の中には廃部します、活動が困難

になったものについては廃止しますというような文

言もあるわけですから、その辺の説明がちょっと難

しくなるなというふうにも思うのですけれども、そ

の辺はいかがですか。 



- 19 -

○中野敏博学校教育課参事 保護者の皆様、生徒の

皆様への説明というところになってきますけれど

も、まず、こちらのイメージ図にございます男子バ

レーと野球部に関しましては、策定の段階で見通し

が立っていたため、ここに掲載をされております。

この後、説明するに当たりましては、それぞれの種

目が果たしていつから移行していくのか、順次とい

うのはいつなのかというところも皆様の中では疑問

になるところだと認識しております。新年度に入り

ましたら、各種目が今どのような状況かというとこ

ろも含めまして、公式サイトですとか、多くの機会

を通じて皆様にお示しをしてまいりたいというふう

に考えております。 

○金兵智則委員 そうして認定するのは新年度入っ

てすぐというようなイメージで大丈夫なのですか。 

○中野敏博学校教育課参事 新年度に入りました

ら、直ちに申請をいただいて取組を進めてまいりた

いというふうに考えております。 

○金兵智則委員 これはちょっと早急に多分やらな

ければいけないことなのだと思います。僕もはっき

りと調べきれてはいないですけれども、スポーツで

いけばですけれども、令和８年度の中体連の登録制

度の内容がまだ出ていないはずなのですよ。３月の

中旬頃に出てそこに様式とかが載って地域クラブの

方はこの様式で登録してくださいというのが始まっ

て、それが多分４月いつまでとなっているはずなの

ですよね。そういうときには、認定クラブになって

いないと中体連も受理してくれないはずなので、そ

の辺のスケジュール、多分、たしか３月中旬ぐらい

に中体連が令和８年度については発表しますとなっ

ていたはずなのですけれども、その辺わかんないで

すよね。もしあれだったら後から調べてみてくださ

い。たしかそういうふうになってたはずなので、そ

こには間に合うようなスケジュールを組んでいかな

いただかなければいけないのかなというふうに思い

ますけれども、大丈夫でしょうか。 

○高橋善彦学校教育部長 今、金兵委員おっしゃっ

た件については、私ども承知をしておりまして、ク

ラブ側のほうからもそういったお話があろうかと思

いますので、教育委員会の証明ですとか、そういっ

たところがいる場合については、弾力的にやってい

きたいなというふうに考えておりますので、御承知

おきください。 

○金兵智則委員 いよいよ動き出すので、動き出し

てから何かが起こらないように、せっかくここまで

来たのですから、長い時間かけて、長い時間かけて

ここまで来たのですからスタートはスムーズにいっ

てほしいなというふうに思います。 

 以上です。 

○里見哲也委員 いろいろ伺って話が大分見えてき

たのですけれども、今ある団体というかチームとい

うか、それをどうやって上手に移行させていくのか

という部分と、それから、新たに地域が主体となっ

て展開するということで地域展開の目的と期待され

る効果の中であると、３年、４年後には地域が主体

となるんだということは、地域の人に理解がどんど

んこれからされていくのだと思いますけれども、と

いうことの中に、例えば子供さんとか集めてエコセ

ンとか何かでも、手仕事とか竹トンボだとかいろい

ろな人いますよね。だから、どれをもってして部活

動からクラブというような発想もあるかと思うので

すけれども、どういうことまでが地域に子供を預か

ってもらえる時間をとか何か教えてもらえるもの

を、何ていうのかな、俺できるよという人もいると

思うのですよね。なので、段階的だとは思うのです

けれども、地域が主体なんだということに対する説

得というか説明というのか、どっかの段階から力入

れていけば、また一つ違う展開もあるのかなという

期待を勝手にしますので、ぜひ、手があてがわれる

ばっかりの話ではなくて、主体的にやろうとしてい

る人の目を拾ってあげるような、地域の人の目です

けれども、そういったことも併せてお願いしたいな

と思います。 

 返事は要らないです。 

○古田純也委員長 他に。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 なければ、この件につきましてはこれでよろしい

でしょうか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

 ここで理事者退席のため、暫時休憩いたします。 

午後１時59分休憩 

午後２時07分再開 

○古田純也委員長 休憩前に引き続き再開いたしま

す。 

 正副一任をいただいている行政視察についてです

が、行程案を二つ考えておりますので、御確認お願

いいたします。これからの流れとしましては、相手

先との調整もありますので、確定に近い行程を後日

お示しできればと考えております。 

 皆様から何か御意見ございますでしょうか。 
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○平賀貴幸委員 行程案１と２があるのですけれど

も、どっちがいいかっていうことをここで言ったら

いいという意味ですか。 

○古田純也委員長 一応、二つ作っているので、今

後の優先順位というか相手先もありますので、その

辺は正副で詰めていきたいという。一応、二つ案を

つくりましたよということを皆さんに周知しまし

た。 

○金兵智則委員 ということは、これまだ相手先と

はこれから調整だということですか。 

○古田純也委員長 はい。現時点では、前回、皆さ

んからお聞きした案で二つの行程を作りましたよと

いう。 

○里見哲也委員 １の希望の人が何人いるか、２の

希望の人が何人いるかとか、何人いるかって、せっ

かく資料いただいたので、この段階での意向だけは

聞いたほうがいいのではないでしょうか。 

○古田純也委員長 １か２の皆さんの意見というこ

とですか。一応、一任をいただいてるので。 

 その他御意見。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 なければ、以上で文教民生委員会を終了したいと

思います。  

 お疲れさまです。 

午後２時10分閉会 


